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茂原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 現 行 

別表（第２条第１項） 別表（第２条第１項） 

２ 補助限度額の計算に当たっては、次の算式を用いる。 ２ 途中入退園及び休園により、保育料が在園期間に応じて支払われてい

る場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。 

補助限度額×平成31年４月から令和元年９月まで（以下、「前期」と 

いう。）における保育料の支払月数÷12 

(１) 入園料を負担している場合 

 上記の単価×（保育料の支払月数＋３）÷15（100円未満を四捨五

入） 

 (２) 入園料を負担していない場合 

 上記の単価×保育料の支払月数÷12（100円未満を四捨五入） 

３ 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。入

園料と保育料については、次の算式を用いて実額を算出する。 

３ 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 

(１) 入園料  

入園料×前期分保育料の支払月数÷年間在籍月数（100円未満を四捨 

五入）   

 

  (２) 保育料  

保育料×前期分の保育料の支払月数  

別表備考４～７（略） 別表備考４～７（略） 

様式第１号～第２号の２（略） 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第１号～第２号の２（略） 

 

 

 

 

 

 

 



2/3 

改正後 現 行 

様式第３号（第３条） 

 

様式第３号（第３条） 
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附 則（令和Ｘ年Ｘ月Ｘ日茂原市教育委員会規則第Ｘ号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の茂原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、

平成３１年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規則の規定は、改正後の規則の適用の日（以下「適用日」という。）以後に在園する園児の保護者に支給する補助金から適用し、適用日前に在

園する園児の保護者に支給する補助金は、なお従前の例による。 


